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は
じ
め
に

　

戊
戌
塢
作
碑
は
、
高
さ
一
〇
三
セ
ン
チ
、
幅
六
五
セ
ン
チ
、
厚
さ
一
二
セ
ン
チ
ほ

ど
の
自
然
石
に
、
九
行
に
わ
た
り
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
一
九
四
六
年
に
大
邱

市
大
安
洞
の
民
家
で
偶
然
発
見
さ
れ
、
朝
鮮
戦
争
時
に
一
時
行
方
不
明
に
な
る
が
、

一
九
五
七
年
に
再
発
見
さ
れ
た

）
1
（

。
現
在
は
、
慶
北
大
学
校
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
六
世
紀
の
新
羅
金
石
文
の
な
か
で
は
、
比
較
的
早
い
時
期
に
発
見
さ
れ
た
が
、

さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
す
る
。

　

建
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
碑
文
冒
頭
に
「
戊
戌
年
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
一
般
的

に
は
五
七
八
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、
六
三
八
年
の
可
能
性
も
排
除
さ
れ
な
い
。

　
「
塢
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
当
初
は
漢
字
義
に
よ
っ
て
軍
事
的
用
途
の
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
た

）
2
（

。
し
か
し
、
一
九
六
八
年
に
永
川
菁
堤
碑
が
発
見
さ
れ

る
と
、
丙
辰
銘
で
貯
水
池
の
堤
防
の
こ
と
を
「
塢
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら

）
3
（

、
本

碑
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
菁
堤
碑
が
、
本
来
設
置
さ
れ

た
場
所
と
考
え
ら
れ
る
貯
水
池
の
す
ぐ
近
く
で
発
見
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
本
碑
発

見
場
所
は
大
邱
の
市
街
地
で
あ
り
、
周
辺
に
貯
水
池
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、

渓
谷
を
塞
ぐ
貯
水
池
で
は
な
く
、
河
川
周
辺
に
築
い
た
堤
防
で
あ
り
、
河
川
の
流
量

を
調
節
し
て
灌
漑
用
水
を
供
給
す
る
水
利
施
設
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る

）
4
（

。

　

次
に
、碑
文
に
み
え
る
力
役
動
員
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
菁
堤
碑
や
明
活
山
城
碑
、

南
山
新
城
碑
な
ど
、
同
時
代
の
力
役
動
員
に
関
す
る
碑
文
と
比
較
す
る
と
、
王
京
か

ら
派
遣
さ
れ
た
地
方
官
が
み
ら
れ
ず
、
代
わ
り
に
僧
侶
で
あ
る
都
唯
那
が
み
え
る
こ

と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
理
解
が
出
示
さ
れ
て
い
る
。

　

石
上
英
一
は
、
中
央
僧
官
た
る
都
唯
那
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
不
明
と
し

て
、「
塢
に
よ
っ
て
水
利
上
の
利
益
を
受
け
る
地
域
の
村
落
首
長
に
よ
る
労
働
編
成
」

で
あ
り
、「
村
落
首
長
層
の
徭
役
労
働
徴
発
権
に
よ
り
徴
発
さ
れ
た
も
の
」
と
す
る

）
5
（

。

田
中
俊
明
は
、
都
唯
那
が
発
案
者
で
あ
り
、
そ
の
説
得
に
村
民
が
応
じ
た
も
の
で
、

や
は
り
国
家
的
な
力
役
で
は
な
く
一
地
域
の
共
同
事
業
と
す
る

）
6
（

。
李
宇
泰
は
、
国
家

の
計
画
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
地
方
民
自
ら
の
必
要
に
よ
る
も
の
か
、
都
唯
那
が

所
属
す
る
寺
院
が
主
管
し
た
も
の
と
す
る

）
7
（

。
盧
重
国
は
、
僧
俗
が
結
縁
し
た
香
徒
組
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織
が
、
共
同
労
働
に
よ
り
水
利
施
設
を
作
っ
た
も
の
と
す
る

）
8
（

。
朱
甫
暾
は
、
香
徒
説

に
つ
い
て
批
判
を
加
え
た
上
で
、
僧
職
を
も
つ
王
京
出
身
の
僧
侶
が
み
ら
れ
る
こ
と

と
、
そ
の
指
揮
の
も
と
で
在
地
勢
力
が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
王
京
に
所

在
し
た
国
家
的
な
寺
院
に
与
え
ら
れ
た
禄
邑
」
と
関
連
づ
け
た

）
9
（

。

　

塢
造
営
の
背
景
に
つ
い
て
碑
本
文
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
碑
に
登
場
す
る

人
々
か
ら
明
ら
か
に
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
検
討
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い

る
と
い
い
が
た
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
近
年
、
河
日
植
氏
が
、
碑
文
の
再
判
読
を
行
な
っ
て
い
る

）
10
（

。
判

読
で
は
、「
文
字
一
つ
一
つ
を
水
性
粘
土
で
写
し
取
っ
て
撮
影
し
て
、
こ
れ
を
反
転

し
て
凹
凸
を
逆
に
し
た
状
態
」
の
写
真
を
利
用
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
論

者
に
よ
っ
て
釈
読
の
異
な
っ
て
い
た
文
字
が
確
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
疑

わ
れ
な
か
っ
た
読
み
が
訂
正
さ
れ
る
な
ど
、
画
期
的
な
成
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
行
な
わ
れ
た
「
文
字
、
そ
の
後　

韓
国
古
代
文
字
展
」
に
お
け
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
調
査
に
参
加
し
、
本

碑
を
実
見
す
る
機
会
を
え
た

）
11
（

。
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
ラ
イ
ト
を

照
ら
し
て
、
碑
面
の
傷
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
字
画
で
あ
る
か
の
判
断
を
行
な
っ

た
。
拓
本
で
は
見
分
け
に
く
い
箇
所
も
、こ
の
方
法
に
よ
り
判
読
が
可
能
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
二
〇
一
三
年
九
月
七
日
、
慶
北
大
学
校
博
物
館
の
展
示
室
に
お
い
て
、
三
上

喜
孝
氏
と
と
も
に
再
度
調
査
し
た

）
12
（

。
こ
れ
ら
の
調
査
の
結
果
、
歴
名
の
理
解
に
関
わ

る
い
く
つ
か
の
文
字
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
碑
文
の
釈
文
に
つ
い
て
再
検
討
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
新
た
な
釈

文
に
基
づ
い
て
、
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

　

以
下
の
釈
文
の
検
討
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
様
々
な
釈
文
に
つ

い
て
一
々
言
及
す
る
こ
と
は
煩
雑
に
な
る
た
め
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
は
、
従
来

の
釈
文
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
韓
国
古
代
社
会
研
究
所
編
『
訳
註
韓
国
古
代
金
石

文
』
所
載
の
も
の
を
掲
げ
、
こ
れ
を
「
旧
釈
」
と
呼
称
し

）
13
（

、
先
述
し
た
河
日
植
の
釈

文
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
新
釈
」
と
呼
ぶ
。

歴名表

一．
釈
文
の
検
討

　

ま
ず
、
試
釈
お
よ
び
歴
名
表
を
掲
げ
る
。
比
較
の
た
め
に
、
旧
釈
と
新
釈
を
次
頁

に
掲
げ
た
。
な
お
、
歴
名
表
の
官
位
等
の
欄
の
丸
数
字
は
、
外
位
の
等
級
を
表
す
。

　

○
戊
戌
塢
作
碑
釈
文
試
案

　
　
　
　
　
　

5　
　
　
　

10　
　
　
　

15　
　
　
　

20　
　
　
　

25　
　
　

①　

戊
戌
年
十
一

月
朔
廿
四
日
另
冬
里
村
且
只

□
塢
作
記
之
此
成
在

②　

人
者
都
唯
那
寶
藏
□
□
□
都
唯
那
慧
藏
阿
尼

③　

大
工
尺
仇
利
支
村
壹
利
刀
兮
貴
干
支
上
□
豆
尓
利
□〔

兮
ヵ
干
ヵ
〕

④　

道
尺
辱
生
之
□
村
□
□
夫
作
村
筆
令
一
伐
奈
生
一
伐

⑤　

居

村
代
丁
一
伐
另
冬
里
村
沙
等
乙
一
伐
珎
得
所
利
村
也
温
失
利
一
伐

⑥　

烏
珎
叱
只
村
□
□
□
一
尺
小
工
尺
另
所
兮
一
伐
伊
叱
等
利
一
尺

⑦　

伊
助
只
彼
日

此
塢
大
廣
廿
歩
高
五
歩
四
尺
長
五
十
歩
此
作

⑧　

起
數
者
三
百
十
二
人
功
夫
如
十
三
日
了
作
事
之

⑨　

文
作
人
壹
利
兮
一
尺

　
　
　
　
　
　

5　
　
　
　

10　
　
　
　

15　
　
　
　

20　
　
　
　

25

役
職
名

出
身
地

人
名

官
位
等

①

都
唯
那

寶
藏

□
□
□

②

都
唯
那

慧
藏

阿
尼

③

大
工
尺

仇
利
支
村

壹
利
刀
兮

貴
干
支
④

④

上
□
豆
尓
利
□
〔
兮
ヵ
干
ヵ
〕

⑤

道
尺

辱
生
之
□
村

□
□

⑥

夫
作
村

筆
令

一
伐
⑧

⑦

奈
生

一
伐
⑧

⑧

居

村

代
丁

一
伐
⑧

⑨

另
冬
里
村

沙
等
乙

一
伐
⑧

⑩

珎
得
所
利
村

也
温
失
利

一
伐
⑧

⑪

烏
珎
叱
只
村

□
□
□

一
尺
⑨

⑫

小
工
尺

另
所
兮

一
伐
⑧

⑬

伊
叱
等
利

一
尺
⑨

⑭

伊
助
只

彼
日
⑩

⑮

文
作
人

壹
利
兮

一
尺
⑨
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○
旧
釈
（『
訳
註
韓
国
古
代
金
石
文
』）

　
　
　
　
　
　

5　
　
　
　

10　
　
　
　

15　
　
　
　

20　
　
　
　

25　

①　

戊
戌
年
十
一

月
朔
十
四
日
另
冬
里
村
高？
□
塢
作
記
之
此
成
在
□

②　

人
者
都
唯
那
寶
藏
阿？
尺
干
都
唯
那
慧
藏
阿
尺？
干？

③　

大
工
尺
仇
利
支
村
壹
利
力
兮
貴
干
支
□
上
□
壹
□
利
干

④　

道
尺
辰
□
生
之
□
□
村
□
□
夫
作
村

令
一
伐
奈
生
一
伐

⑤　

居
毛
村
代
丁
一
伐
另
冬
里
村
沙
木
乙
一
伐
珎

所
利
村
也

失
利
一
伐

⑥　

塢
珎
此
只
村
□
□
□
一
尺
□
□
一
尺
另
所
□
一
伐
伊？
此
木
利
一
尺

⑦　

□
助
只
彼
日
此
塢
大
廣
廿
歩
高
五
歩
四
尺
長
五
十
歩
此
作

⑧　

起
數
者
三
百
十
二
人
功
夫
如
十
三
日
了
作
事
之

⑨　

文
作
人
壹
利
兮
一
尺

　
　
　
　
　
　

5　
　
　
　

10　
　
　
　

15　
　
　
　

20　
　
　
　

25

　

○
新
釈
（
河
日
植
）

　
　
　
　
　
　

5　
　
　
　

10　
　
　
　

15　
　
　
　

20　
　
　
　

25　

①　

戊
戌
年
十
一

月
朔
十
四
日
另
冬
里
村
且
只

□
塢
作
記
之
此
成
在
□

②　

人
者
都
唯
那
寶
藏
氵？
尺
干
都
唯
那
慧
藏
阿
尼？
□

③　

大
工
尺
仇
利
支
村
壹
利
刀
兮
貴
干
支
□
上
□
豆
□
利
干

④　

道
尺
辰
□
生
之
□
□
村
□
□
夫
化？
村
毛
令
一
伐
奈
主
一
伐

⑤　

居
毛
村
代
丁
一
伐
另
冬
里
村
沙
ホ
乙
一
伐
珎

所
利
村
也

失
利
一
伐

⑥　

烏
珎？
叱
只
村
□
□
□
一
尺
□
□
一
尺
另
所
兮
一
伐
伊
叱
ホ
利
一
尺

⑦　

伊
助
只
彼
日
此
塢
大
廣
廿
歩
高
五
歩
四
尺
長
五
十
歩
此
□

⑧　

起
數
者
三
百
十
二
人
功
夫
如
十
三
日
了
作
事
之

⑨　

文
作
人
壹
利
兮
一
尺

　
　
　
　
　
　

5　
　
　
　

10　
　
　
　

15　
　
　
　

20　
　
　
　

25

図 1　① 13～16
「村 □塢」

　

次
に
、
行
ご
と
に
問
題
と
な
る
釈
文
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
碑
文
の
文
字

を
表
わ
す
際
に
、
七
行
目
一
二
文
字
目
を
「
⑦
12
」
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

（
1
）
一
行
目

　

碑
文
の
建
て
ら
れ
た
日
付
に
関
し
て
、
四
字
目
は
当
初
、「
四
」
と
読
ま
れ
て
き

た
が
、
旧
釈
に
よ
り
一
字
分
に
書
か
れ
た
「
十
一
」
と
さ
れ
た
。
字
画
か
ら
、
こ
ち

ら
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
合
字
は
、
周
知
の
よ
う
に
新
羅
碑

文
で
は
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
、
同
じ
「
十
一
」
の
例
と
し
て
は
明
活
山
城
碑
が
あ

る
。
ま
た
、
七
字
目
は
、
従
来
「
十
」
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
縦
画
が
二
本
確

認
さ
れ
る
た
め
、「
廿
」
と
す
る

）
14
（

。
し
た
が
っ
て
、
日
付
は
一
一
月
二
四
日
と
な
る
。

農
閑
期
で
あ
り
、
力
役
動
員
の
時
期
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
一
四
〜
一
六
字
目
は
こ
の
塢
の
名
称
で
あ
り
、
旧
釈
で
は
「
高
□
塢
」
と

読
む
。
し
か
し
、
新
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
⑦
12
「
高
」
と
は
字
形
が
大
き
く
異

な
る
た
め
「
高
」
と
は
読
み
が
た
い
。
字
画
は
、「
且
只
」
を
一
字
格
に
つ
め
た
よ

う
に
み
え
る
。
新
釈
は
何
の
文
字
か
は
不
明
と
し
て
い
る
が
、
無
理
に
一
字
と
み
る

必
要
は
な
く
、
上
記
の
「
十
一
」
と
同
様
に
二
字
を
一
字
分
に
書
い
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
塢
の
名
は
「
且
只
□
塢
」
と
な
る
。

　

二
二
字
目
「
在
」
は
、
字
画
の
下
部
が
一
部
欠
損
し
て
い
る
。
旧
釈
・
新
釈
と
も

に
、
こ
の
下
に
さ
ら
に
文
字
が
あ
っ
た
と
し
て
「
□
」
を
入
れ
る
が
、
確
証
は
な
い
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た
め
試
釈
に
は
示
さ
な
か
っ
た
。
な
お
、「
在
」
は
、
時
間
の
完
了
や
持
続
を
表
わ

す
時
相
の
表
現
に
使
用
さ
れ
る
吏
読
で
あ
り
、「
此
成
在
□
人
者
」
で
「
こ
れ
を
成

し
た
□
人
は
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う

）
15
（

。
末
尾
に
欠
損
字
が
な
い
と
仮
定
し
て

も
、「
こ
れ
を
成
し
た
人
は
」
と
な
り
、
意
味
は
通
じ
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
二
行
目

　

三
字
目
以
降
は
、
従
来
「
都
唯
那
・
寶
藏
・
阿
尺
干
、
都
唯
那
・
慧
藏
・
阿
尺
干
」

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
都
唯
那
は
中
央
の
僧
官
で
あ
り
、
阿
尺
干
は
第
六
等
の
京
位

で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
期
の
新
羅
で
は
、
僧
も
官
位
を
も
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
碑
文
の
性
格
を
理
解
す
る
重
要
な
根
拠
と
も
さ
れ
て
き

た
こ
と
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
五
・
一
六
字
は
、

新
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
阿
尼
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
阿
尼
は
尼
の
こ
と
で
、

『
三
国
史
記
』
職
官
志
に
「
阿
尼
典
母
六
人
」「
都
唯
那
娘
一
人
阿
尼
」
な
ど
の
記
事

が
あ
る
。
ま
た
、金
石
文
で
は
、公
州
・
舟
尾
寺
址
出
土
碑
（
新
羅
、年
代
未
詳
）
に
、

「
阿
尼
仁
娘
生
」「
阿
尼
正
奴
子
生
」
な
ど
と
あ
る

）
16
（

。

　

さ
ら
に
、
一
人
目
の
「
寶
藏
」
に
続
く
八
〜
一
〇
字
に
つ
い
て
、
新
釈
は
、「
氵？

尺
干
」
と
読
ん
で
京
位
第
六
等
「
沙
尺
干
」
の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の

上
で
、
僧
侶
が
京
位
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
当
時
、
僧
俗
の
境
が
さ
ほ
ど

明
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る

）
17
（

の
だ
が
、
こ
の
箇
所
は
、
碑
石

の
段
差
部
分
に
あ
た
っ
て
い
る
た
め
、
釈
読
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
直
接
碑
文
に

あ
た
っ
て
確
認
で
き
た
の
は
、
八
字
目
で
は
「
氵
」
の
よ
う
な
字
画
、
九
字
目
で
は

右
は
ら
い
、
一
〇
字
目
で
は
二
本
の
横
画
の
み
で
あ
っ
た
。
内
容
的
に
も
、
京
位
で

は
な
く
、
一
五
・
一
六
字
の
「
阿
尼
」
に
相
当
す
る
語
句
で
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定

で
き
る
。
こ
の
こ
ろ
の
僧
が
官
位
を
も
っ
た
か
否
か
は
、
こ
の
碑
文
そ
の
も
の
の
理

解
に
も
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
新
羅
仏
教
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
問
題
で

あ
り
、
慎
重
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
未
釈
字
と
し
て
お
き
た
い
。

（
3
）
三
行
目

　

一
五
字
目
以
降
に
つ
い
て
、
従
来
は
、「
□
上
□
壹
□
利
干
」
と
読
ま
れ
、「
□
上

□
（
職
名
）
壹
□
利
（
人
名
）
干
（
外
位
）」
な
ど
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
貴

干
支
」
と
「
上
」
の
間
に
は
、
文
字
は
確
認
さ
れ
な
い
。
一
七
字
目
は
「
壹
」
と
読

ま
れ
て
き
た
が
、
新
釈
の
指
摘
す
る
通
り
、
字
画
の
上
部
は
存
在
し
な
い
た
め
「
豆
」

と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
一
八
字
目
は「
尓
」と
読
み
う
る
。
二
〇
字
目
は
、従
来
、「
干
」

と
「
兮
」
と
い
う
二
つ
の
読
み
が
示
さ
れ
て
き
た
。
碑
面
で
は
、
横
画
二
本
と
縦
画

が
確
認
で
き
る
が
、
ど
ち
ら
と
は
確
定
で
き
な
か
っ
た
。

図 2　② 7～11
「蔵□□□都」

図 3　③ 15～20
「上□豆尓利□」

　

新
羅
の
官
位
の
書
き
方
に
関
し
て
、
六
世
紀
前
半
に
「
〜
干
支
」
だ
っ
た
も
の

が
、
五
六
一
年
の
昌
寧
碑
ま
で
に
「
〜
干
」
に
変
化
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る

）
18
（

。
と
こ
ろ
が
、
本
碑
に
は
「
貴
干
支
」
と
あ
り
、
五
七
八
も
し
く
は
六
三
八
年

と
い
う
年
代
推
定
と
矛
盾
す
る
。
こ
れ
は
、
本
碑
が
地
方
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
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た
め
、
古
い
表
記
法
が
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
碑

の
「
戊
戌
年
」
は
、
通
説
通
り
五
七
八
年
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
四
行
目

　

三
〜
七
字
目
を
、旧
釈
と
新
釈
は
い
ず
れ
も
「
辰
□
生
之
□
□
」
と
六
字
で
と
る
。

し
か
し
、「
辰
□
」
は
、「
辱
」
の
一
字
で
あ
り
、画
数
が
多
い
た
め
に
字
が
大
き
く
な
っ

て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
七
字
目
が
「
村
」
と
釈
さ
れ
る
た
め
、「
辱
生
之
□
村
」

と
い
う
村
名
に
な
る
。
四
字
の
村
名
は
、
後
述
す
る
珎
得
所
利
村
、
烏
珎
叱
只
村
も

同
様
で
あ
る
。

（
5
）
五
行
目

　

二
字
目
は
旧
釈
、
新
釈
と
も
に
「
毛
」
と
釈
す
る
が
、「

」
に
点
の
付
い
た
文

字
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う

）
22
（

。

図 4　④ 3～7
「辱生之□村」

図 6　⑤ 1～3
「居乇村」

図 5　上・④ 13
中・房周陀墓誌
下・雋脩羅碑

　

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
み
た
場
合
、
道
尺
の
役
職
名
を
も
つ
人
物
の
冒
頭
に
、
外

位
を
持
た
な
い
唯
一
の
人
物
が
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
事
例
は
、
浦
項

中
城
里
碑
に
も
み
ら
れ
る
が

）
19
（

、
そ
れ
は
、
官
位
よ
り
も
出
身
地
を
優
先
し
た
六
世
紀

初
頭
特
有
の
書
き
方
だ
か
ら
で
あ
り
、
鳳
坪
碑
以
降
の
碑
文
は
、
同
一
の
役
職
名
の

な
か
で
は
、
官
位
が
優
先
さ
れ
る
書
き
方
へ
と
変
化
し
て
い
る

）
20
（

。
あ
る
い
は
、
本
碑

は
地
方
で
作
ら
れ
た
た
め
に
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
記
載
様
式
が
貫
徹
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

一
三
字
目
「
筆
」
は
、
旧
釈
は
「

」
と
読
ん
で
い
た
も
の
を
、
新
釈
は
草
冠
に

み
え
る
の
は
碑
面
の
傷
で
あ
る
と
し
て
、「
毛
」
と
釈
し
た
。
し
か
し
、冠
の
部
分
は
、

明
確
で
は
な
い
が
横
画
二
本
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、「
筆
」
と
釈
し
た
。
竹
冠
に
毛

と
書
く
字
形
は
、
北
斉
の
雋
脩
羅
碑
や
房
周
陀
墓
誌
（
五
六
五
年
）
に
み
ら
れ
る

）
21
（

。

　

一
三
字
目
は
、
旧
釈
で
は
「
木
」
と
し
て
い
た
が
、
字
形
は
新
釈
の
い
う
よ
う
に

「
ホ
」
で
あ
る
。
新
釈
は
、「
等
」
の
俗
字
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
な
が
ら
、「
木
」

を
こ
の
よ
う
に
書
く
場
合
も
あ
る
た
め
判
断
を
保
留
し
て
い
る
が
、「
等
」
と
み
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
⑥
21
も
同
じ
字
形
で
あ
る
。

（
6
）
六
行
目

　

一
字
目
を
旧
釈
は
「
塢
」
と
読
ん
で
い
た
が
、
新
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
土
」

の
部
分
は
字
画
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、「
烏
」
と
読
む
。

　

一
一
〜
一
三
字
目
に
つ
い
て
は
、
旧
釈
・
新
釈
と
も
に
「
□
□
一
尺
」
と
読
ん
で
、

「
人
名
＋
一
尺
（
外
位
）」
と
解
釈
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
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合
、こ
の
人
物
お
よ
び
前
の
人
物
が
外
位
第
九
等
で
あ
る
一
尺
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

次
の
人
物
が
第
八
等
の
一
伐
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
同
じ
役
職
名
か
つ
同

じ
出
身
地
に
も
関
わ
ら
ず
官
位
の
順
序
が
逆
転
す
る
と
い
う
の
は
、
新
羅
碑
に
お
け

る
歴
名
方
法
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る

）
23
（

。

　

こ
の
部
分
は
、「
小
工
尺
」
と
い
う
役
職
名
に
釈
す
る
べ
き
と
考
え
る
。

　

本
碑
三
行
目
冒
頭
の
「
大
工
尺
」
の
「
工
」
も
、
こ
の
字
形
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、「
小
」
に
つ
い
て
は
、
彫
り
が
浅
い
な
が
ら
も
、
縦
画
と
左
右
の
は
ら
い

が
確
認
で
き
る
。
左
の
は
ら
い
が
二
本
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
上
の
も
の
は
刻
線

で
は
な
く
、
碑
面
の
傷
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
工
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
画
を
途
中
で
折
り
曲
げ
て
書
く
字
形
と
考
え

ら
れ
る
。
中
古
新
羅
の
碑
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
字
形
が
よ
く
み
ら
れ
る
。

図 9　上・南山新城第二碑「工尺」
下・雁鴨池出土碑「大工尺」

　

こ
こ
に
「
小
工
尺
」
と
い
う
役
職
名
が
入
る
こ
と
で
、
⑪
と
⑫
の
人
物
で
一
尺
か

ら
一
伐
へ
と
外
位
等
級
の
逆
転
す
る
こ
と
が
自
然
に
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
小
工
尺

の
三
人
に
は
い
ず
れ
も
出
身
地
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
時
代
の
新
羅
碑
文
で
こ

の
よ
う
に
役
・
職
名
が
変
わ
っ
て
も
出
身
地
が
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
直
前
に

出
て
く
る
地
名
が
出
身
地
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

）
25
（

。
し
た
が
っ
て
、
道
尺
の
最
後
の

人
物
の
「
烏
珎
叱
只
村
」
が
出
身
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
・
二
〇
字
目
は
、
旧
釈
で
は
い
ず
れ
も
「
此
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
新
釈
が
他

の
「
此
」
字
と
比
較
し
て
「
叱
」
と
し
て
い
る
。
字
形
か
ら
妥
当
と
判
断
さ
れ
る
。

図 8　中国の碑文に
みえる「工」字の例

（24）

図 7　⑥ 11～13「小工尺」
（上・拓本，下・写真）

図 10　③ 1～3「大工尺」
（上・拓本，下・写真）
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（
7
）
七
行
目

　

一
字
目
は
新
釈
が
新
た
に
釈
読
し
た
と
お
り
「
伊
」
で
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

八
・
九
行
目
に
つ
い
て
は
、
特
に
修
正
点
は
な
い
。

二
．
考
察

　

釈
文
の
訂
正
に
基
づ
い
て
、
内
容
理
解
に
つ
い
て
い
く
つ
か
考
察
を
加
え
る
。

　

ま
ず
、
都
唯
那
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
京
位
を
帯
び
て
い
た
と
は
い
え

な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
中
央
の
僧
官
と
は
限
ら
ず
、
大

邱
に
存
在
し
た
寺
院
の
僧
職
で
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
は

じ
め
に
で
述
べ
た
、
田
中
俊
明
や
李
宇
泰
の
よ
う
な
理
解
が
適
当
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　

役
職
名
と
し
て
、
新
た
に
「
小
工
尺
」
を
釈
読
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
碑
に
み
え

る
役
職
名
は
、「
大
工
尺
」「
道
尺
」「
小
工
尺
」
の
三
種
で
あ
る
こ
と
が
新
た
に
明

ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
名
が
、
塢
を
作
る
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
作
業
を
担
当
し
た
か

に
つ
い
て
の
従
来
の
説
を
み
る
と
、
大
工
尺
は
、
こ
の
塢
の
築
造
と
関
連
し
て
作
業

全
体
に
責
任
を
持
ち
、
南
山
新
城
碑
の
匠
尺
、
工
尺
と
同
様
の
性
格
と
さ
れ
る

）
26
（

。
あ

る
い
は
、「「
大
工
人
」
は
工
事
の
監
督
者
で
あ
り
、「
道
尺
」
は
（
中
略
）「
技
術
指

導
者
」
と
み
ら
れ
る
」
と
も
さ
れ
る

）
27
（

。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
役
職
名
の
う
ち
、「
大
工
尺
」
の
み
他
の
碑
文
で
も
確
認
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
雁
鴨
池
出
土
明
活
山
城
碑
に
「
大
工
尺
」
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
明

活
山
城
碑
の
段
階
で
は
、
郡
を
単
位
に
力
役
を
動
員
し
て
い
た
と
解
釈
さ
れ
る
た

め
、「
大
工
尺
」
は
、郡
レ
ベ
ル
の
工
事
責
任
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
碑
の
大
工
尺
の
人
物
は
、
第
四
等
の
貴
干
支
と
い
う
と
て
も
高
い
外
位
を
も
っ
て

い
る
。
他
の
村
の
人
物
が
、
第
八
等
の
一
伐
が
最
高
位
で
あ
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、

隔
絶
し
た
地
位
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
仇
利
支
村
は
こ
の
地
域
の
中

心
的
な
村
で
あ
り
、
他
の
村
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
小
工
尺
」
は
、
こ
の
郡
レ
ベ
ル
の
大
工
尺
と
対
比
し
て
捉
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
南
山
新
城
碑
に
お
い
て
は
、
郡
レ
ベ
ル
の
匠
尺
・
工
尺
と
、
城
・

村
レ
ベ
ル
の
工
尺
が
必
ず
対
応
し
て
い
る
。
本
碑
の
大
工
尺
と
小
工
尺
も
、
こ
れ

と
類
似
し
た
関
係
に
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
小
工
尺
は
村
レ
ベ
ル
の
責
任
者
で

あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
小
工
尺
の
特
徴
は
、
三
人
と
も
同
じ
烏
珎
叱
只
村
の
出
身
者
で
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
碑
文
に
み
え
る
同
村
の
出
身
者
は
、
道
尺
一
人
、
文
作

人
一
人
を
合
わ
せ
て
計
五
人
と
抜
き
ん
で
て
多
い
。
碑
文
に
三
一
二
人
が
一
三
日
間

の
工
事
で
作
成
し
た
と
あ
る
が
、
主
に
動
員
さ
れ
た
の
は
、
小
工
尺
の
出
身
地
で
あ

る
烏
珎
叱
只
村
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

残
る
道
尺
に
つ
い
て
は
、
他
の
碑
文
に
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
た
め
、
名
称
か
ら

性
格
を
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。

　

六
世
紀
の
新
羅
碑
文
に
み
え
る
役
職
名
は
、
基
本
的
に
漢
字
義
に
基
づ
い
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、「
道
」
か
ら
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
提
示
し
た
い
。
ま

ず
、「
道
」
を
ご
く
単
純
に
「
道
路
」
と
捉
え
れ
ば
、
新
羅
の
官
道
を
管
理
す
る
在

地
の
官
職
と
い
う
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
塢
が
水
利
施
設
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
各
村
へ
の
用
水
路
建
設
に
関
わ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る

）
28
（

。

　

さ
て
、
本
碑
の
村
に
つ
い
て
筆
者
は
、
地
方
制
度
と
し
て
の
村
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
朱
甫
暾
は
、
塢
作
碑
に
み
え
る
村
が
行
政
村
で
あ
る
こ
と
を
否
定

し
、
自
然
村
で
あ
る
と
み
て
い
る
の
で

）
29
（

、
検
討
を
加
え
た
い
。

　

朱
甫
暾
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
在
地
勢
力
の
外
位
が
低
い
こ
と
で
あ
る
。
本
碑
に
は
少
な
く
と
も
六
・

七
の
村
名
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
村
が
も
し
行
政
村
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
南
山
新
城

碑
に
み
え
る
一
つ
の
郡
の
村
数
よ
り
も
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
位
が
南
山
新

城
碑
に
比
べ
て
低
い
。

　

第
二
に
、
塢
の
築
造
に
は
、
所
在
す
る
另
冬
里
村
の
出
身
者
が
主
に
動
員
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
村
の
外
位
所
持
者
が
一
人
し
か
み
え
ず
、
そ
れ
も
一
伐
と
い
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（
1
）　

任
昌
淳
「
戊
戌
塢
作
碑
小
考
」（『
史
学
研
究
』
一
、一
九
五
八
年
）。

（
2
）　

任
昌
淳
「
戊
戌
塢
作
碑
小
考
」（
前
掲
誌
）。　

（
3
）　

李
基
白
「
永
川
菁
堤
碑
貞
元
修
治
記
の
考
察
」「
永
川
菁
堤
碑
の
丙
辰
築
堤
記
」（『
新
羅
政

治
社
会
史
研
究
』
一
潮
閣
、一
九
七
四
年
。
邦
訳
は
、武
田
幸
男
監
訳
『
新
羅
政
治
社
会
史
研
究
』

学
生
社
、
一
九
八
二
年
）。

（
4
）　

金
在
弘
「
新
羅
中
古
期
村
制
の
成
立
と
地
方
社
会
構
造
」（
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
院
国
史
学

科
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
一
年
）
一
五
五
〜
一
五
六
頁
。

（
5
）　

石
上
英
一
「
古
代
に
お
け
る
日
本
の
税
制
と
新
羅
の
税
制
」（
朝
鮮
史
研
究
会
編
『
古
代
朝

鮮
と
日
本
』
龍
渓
書
舎
、
一
九
七
四
年
）
二
三
三
頁
。

（
6
）　

田
中
俊
明
「
新
羅
の
金
石
文　

戊
戌
塢
作
碑
」（『
韓
国
文
化
』
四
〇
、一
九
八
三
年
）
一
二
頁
。

（
7
）　

李
宇
泰
「
新
羅
の
水
利
技
術
」（『
新
羅
文
化
祭
学
術
発
表
会
論
文
集
』
一
三
、一
九
九
二
年
）

四
五
頁
。

（
8
）　

盧
重
国
『
百
済
政
治
史
研
究
』（
一
潮
閣
、
一
九
八
八
年
）
二
九
八
〜
三
〇
〇
頁
。

（
9
）　

朱
甫
暾
「
郡
司
・（
城
）
村
司
の
運
営
と
地
方
民
の
身
分
構
造
」（『
新
羅
地
方
統
治
体
制
の

整
備
過
程
と
村
落
』
新
書
苑
、
一
九
九
八
年
）
二
二
九
〜
二
三
〇
頁
。
後
述
す
る
河
日
植
も

同
様
に
理
解
す
る
。

（
10
）　

河
日
植
「
戊
戌
塢
作
碑
追
加
調
査
お
よ
び
判
読
校
訂
」（『
木
簡
と
文
字
』
三
、二
〇
〇
九
年
）。

（
11
）　

本
稿
で
掲
げ
る
釈
文
は
、
調
査
参
加
者
が
共
同
で
行
な
っ
た
も
の
に
基
づ
い
て
お
り
、
判
読

結
果
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
の
歴
博
の
共
同
研
究
会
に
お
い
て
報
告
を
行
な
っ
た
。

た
だ
し
、
そ
の
後
の
追
加
調
査
で
訂
正
し
た
箇
所
も
あ
る
。
な
お
、
こ
の
共
同
調
査
に
お
け

る
成
果
の
一
部
を
、
す
で
に
、
橋
本
繁
「
中
古
新
羅
築
城
碑
の
研
究
」（『
韓
国
朝
鮮
文
化
研
究
』

う
低
い
外
位
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
一
点
目
の
外
位
の
低
さ
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
確
か
に
「
〜
干
」（
外
位

一
一
等
級
の
第
一
〜
七
等
に
相
当
）と
い
う
官
位
を
持
つ
人
物
の
数
を
比
較
す
る
と
、

南
山
新
城
碑
で
は
一
つ
の
郡
で
三
〜
四
人
い
る
の
に
対
し
、
本
碑
で
は
一
も
し
く
は

二
人
し
か
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
南
山
新
城
碑
と
本
碑
で
は
、
そ
も
そ
も
性
格
が

異
な
る
。
南
山
新
城
碑
は
、
王
京
を
守
る
た
め
の
山
城
を
築
く
国
家
的
な
事
業
で
あ

り
、
道
使
・
邏
頭
な
ど
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
地
方
官
も
関
わ
っ
て
全
国
か
ら
動
員

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
碑
は
、
一
地
域
に
「
塢
」
を
築
く
た
め
の
も
の
で

あ
り
、
地
方
官
は
み
ら
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
僧
侶
が
関
わ
っ
て
い
る
。
外
位
が
低

い
の
は
、
こ
う
し
た
動
員
体
制
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
に
、
二
点
目
の
塢
の
所
在
地
で
あ
る
另
冬
里
村
の
人
物
が
一
人
し
か
み
ら
れ
な

い
点
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
疑
問
は
他
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
30
（

。
し
か
し
、「
塢
」

の
性
格
が
何
で
あ
れ
、
所
在
地
の
人
々
が
力
役
動
員
を
担
う
と
は
限
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。
例
え
ば
、
施
設
の
所
在
地
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
地
域
と
が
必

ず
し
も
同
一
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
さ
ほ
ど
疑
問
と
す
る
ほ
ど

の
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
碑
の
村
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
村
で
は
な
く
地
方
制
度
と
し

て
の
村
と
い
う
可
能
性
も
十
分
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、大
工
尺
、小
工
尺
が
そ
れ
ぞ
れ
郡
と
村
レ
ベ
ル
の
責
任
者
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
本
碑
の
力
役
動
員
が
郡
を
単
位
と
し
て
動
員
さ
れ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
塢

の
造
営
を
二
人
の
都
唯
那
が
主
導
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
塢
の
恩
恵
を
受
け

る
広
い
地
域
の
人
々
が
築
い
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
釈
文
を
修
正
し
た
上
で
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

①
都
唯
那
が
京
位
を
も
っ
て
い
る
確
証
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
碑
に
み
え
る

塢
の
建
設
を
、
王
京
の
寺
院
と
結
び
つ
け
る
必
然
性
は
な
い
。
大
邱
地
方
の
寺
院
が

主
導
し
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。

　

②
役
職
名
と
し
て
、新
た
に
「
小
工
尺
」
を
釈
し
た
。
そ
の
結
果
、役
職
名
が
「
大

工
尺
」「
道
尺
」「
小
工
尺
」
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
工
尺
は

郡
レ
ベ
ル
の
責
任
者
、
小
工
尺
は
村
レ
ベ
ル
の
責
任
者
で
、
力
役
を
負
担
し
た
の
は
、

主
に
小
工
尺
の
出
身
地
で
あ
る
烏
珎
叱
只
村
で
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
た
。

　

考
察
で
は
、
推
測
に
頼
っ
た
箇
所
が
多
く
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
、

同
時
代
の
金
石
文
、
特
に
菁
堤
碑
と
の
比
較
に
よ
り
、
新
羅
の
地
方
社
会
の
実
態
を

解
明
し
て
い
き
た
い
。

註
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（
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
協
力
者
）

（
二
〇
一
四
年
一
月
七
日
受
付
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
六
日
審
査
終
了
）

一
二
、二
〇
一
三
年
）
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。

（
12
）　

碑
文
調
査
に
際
し
て
は
、慶
北
大
学
校
博
物
館
の
李
在
煥
氏
に
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
感
謝
し
た
い
。

　
　
　

な
お
、
再
調
査
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
三
年
九
月
一
二
〜
一
四
日
の
新
羅
史
研
究
会

合
宿
に
お
い
て
報
告
を
行
な
い
、
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
13
）　

朱
甫
暾
「
一
一
．
大
邱
戊
戌
塢
作
碑
」（
韓
国
古
代
社
会
研
究
会
編
『
訳
註
韓
国
古
代
金
石

文
Ⅱ
（
新
羅
１
・
加
耶
篇
）』
駕
洛
国
史
蹟
開
発
研
究
院
、
一
九
九
二
年
）
九
七
〜
一
〇
二
頁
。

（
14
）　

国
立
中
央
博
物
館
特
別
展
図
録
『
文
字
、
そ
の
後　

韓
国
古
代
文
字
展
』（
国
立
中
央
博
物

館
特
、
二
〇
一
一
年
）
六
〇
頁
の
写
真
に
は
、
明
瞭
に
二
本
の
縦
画
が
み
え
る
。
な
お
、
南

豊
鉉
「
Ⅴ
．
戊
戌
塢
作
碑
銘
」（『
吏
読
研
究
』
太
学
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
一
頁
も
「
廿

と
も
み
え
る
」
と
す
る
が
、
任
氏
に
従
っ
て
「
十
」
と
釈
し
て
い
る
。

（
15
）　

南
豊
鉉
「
Ⅴ
．
戊
戌
塢
作
碑
銘
」（
前
掲
書
）
一
四
四
頁
。

（
16
）　

公
州
大
学
校
博
物
館『
舟
尾
寺
址
』（
公
州
大
学
校
博
物
館
・
忠
清
南
道
公
州
市
、一
九
九
九
年
）

一
八
二
〜
一
八
三
。
な
お
、
本
資
料
は
、
国
立
中
央
博
物
館
・
李
炳
鎬
氏
か
ら
資
料
の
提
供

を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
17
）　

河
日
植
「
戊
戌
塢
作
碑
追
加
調
査
お
よ
び
判
読
校
訂
」（
前
掲
誌
）
一
五
四
頁
。

（
18
）　

武
田
幸
男
「
金
石
文
資
料
か
ら
み
た
新
羅
官
位
制
」（『
江
上
波
夫
教
授
古
稀
記
念
論
集　

歴

史
篇
』
山
川
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）。

（
19
）　

拙
稿
「
浦
項
中
城
里
碑
の
研
究
」（『
朝
鮮
学
報
』
二
二
〇
、二
〇
一
一
年
）。

（
20
）　

武
田
幸
男
「
新
羅
六
部
と
そ
の
展
開
」（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
二
八
、一
九
九
一
年
）。

（
21
）　

雋
脩
羅
碑
は
『
大
書
源
』（
二
玄
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
房
周
陀
墓
誌
は
京
都
大
学
21
世
紀

CO
E

「
東
ア
ジ
ア
世
界
の
人
文
情
報
学
研
究
教
育
拠
点
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（http://coe21.

zinbun.kyoto-u.ac.jp/djvuchar

）
に
よ
る
。

（
22
）　

黄
寿
永
も
、す
で
に
そ
の
よ
う
に
釈
し
て
い
る
（『
韓
国
金
石
遺
文
』
一
志
社
、一
九
七
六
年
）。

（
23
）　

朱
甫
暾「
一
一
．大
邱
戊
戌
塢
作
碑
」（
前
掲
書
）一
〇
一
頁
註
一
四
は
、「
人
名
記
載
の
順
序
上
、

同
一
の
職
名
で
あ
っ
た
り
、
同
一
の
地
域
出
身
で
あ
る
場
合
、
高
い
官
等
か
ら
記
載
す
る
と

い
う
一
般
的
な
慣
例
に
背
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
記
録
上
の
錯
誤
で
あ
る
よ
う
だ
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

（
24
）　
『
大
書
源
』（
前
掲
）
八
五
一
頁
。

（
25
）　

例
え
ば
、
中
城
里
碑
末
尾
の
使
人
と
典
書
の
人
物
に
は
出
身
地
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

直
前
の
作
民
沙
干
支
と
同
じ
牟
旦
伐
喙
の
出
身
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
（
拙
稿
「
浦
項
中
城

里
碑
の
研
究
」
前
掲
誌
、
五
六
頁
）。

（
26
）　

朱
甫
暾
「
一
一
．
大
邱
戊
戌
塢
作
碑
」（
前
掲
書
）
九
七
〜
一
〇
二
頁
。

（
27
）　

田
中
俊
明
「
新
羅
の
金
石
文　

戊
戌
塢
作
碑
」（
前
掲
誌
）
一
二
頁
。

（
28
）　

武
田
幸
男
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
29
）　

朱
甫
暾
「
郡
司
・〔
城
〕
村
司
の
運
営
と
地
方
民
の
身
分
構
造
」（
前
掲
書
）
二
三
一
頁
。

（
30
）　

田
中
俊
明
「
新
羅
の
金
石
文　

戊
戌
塢
作
碑
」（
前
掲
誌
）
一
二
頁
。




